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2018年度政府予算 
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医療保険制度改革等の行方 

税・社会保障一体改革～同時改定 
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平成29年推計値 
（日本の将来推計人口） 

実績値 
（国勢調査等） 

○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は 
  38％台の水準になると推計されている。 

人口（万人） 

生産年齢
人口割合 

51.4% 

高齢化率 
38.4% 

合計特殊 
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生産年齢人口（15～64歳）割合 

高齢化率（65歳以上人口割合） 

合計特殊出生率 

15～64歳人口 

14歳以下人口 

65歳以上人口 60.7% 

26.6% 

1.45 
(2015) 

12,709万人 

11,913 

3,716 

6,875 

1,321 

8,808 

3,381 

4,529 

898 

（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年４月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口） 
      厚生労働省「人口動態統計」 

日本の人口の推移 

2015 
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同時改定 

基金（医療分のみ） 基金（介護分を追加） 基金 基金 

総合確保 
方針 

医療計画 
基本方針 

医療介 
護総合 
確保法 

改正 
医療法 

改正 
介護 
保険法 

総合確保 
方針 

計
画
策
定 

介護報酬改定 診療報酬改定 

地域医療構想の策定 

社
会
保
障
改
制
度
革
国
民
会
議
報
告
書 

プ
ロ
グ
ラ
ム
法 

医療介護総合
確保推進法 

第３期計画 

第７次 
計画 

第７期 
計画 

改正 
国保法 

第6期介護保険事業（支援）計画に 
位置付けた施策（在宅医療・介護連携等）の実施 

医療・介護改革の流れ 

療養病床の 
在り方等に 
関する検討会 

療養病床の 
在り方等に 
関する特別部
会 介護療養型医療施設等の期限 

平成３０年度 
（2018） 

介護保険 
事業計画 
基本指針 

計
画
策
定 

病床機能報告 病床機能報告 病床機能報告 病床機能報告 

国保の財政運営の都道府県化をはじめとした 
医療保険制度の財政基盤の安定化等、必要な措置を 
平成29年度までを目途に順次講ずる。 
 

 

 
 

医療費適正
化基本方針 

地域医療構想を策定後、すみやかに策定 
医療費適正化
基本方針改正 

基金 

平成29年度 
（2017） 

平成28年度 
（2016） 

平成27年度 
（2015） 

平成26年度 
（2014） 

平成25年度 
（2013） 
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いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・福祉用具 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 
・特定施設入所者生活介護 
                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生
活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるために
も、地域包括ケアシステムの構築が重要。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。 
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医療保険制度改革等の行方 

2018改定 
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診療報酬本体  ＋０．５５％     

 

各科改定率  医科  ＋０．６３％   
歯科  ＋０．６９％ 
調剤  ＋０．１９％ 

 

薬価等 
①薬価      ▲１．６５％    

※ うち、実勢価等改定  ▲１．３６％ 
薬価制度の抜本改革  ▲０．２９％ 

 

②材料価格   ▲０．０９％ 

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年とそれ以降の社会経済の変化への対応に
向けて、平成３０年度診療報酬改定により、質が高く効率的な医療提供体制の整備
とともに、新しいニーズにも対応できる質の高い医療の実現を目指す。 

平成30年度診療報酬改定 

13 
なお、上記のほか、いわゆる大型門前薬局に対する評価の適正化の措置を講ずる。 

平成３０年度診療報酬改定の概要 
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医科 
 １．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 
 ２．外来医療の機能分化、かかりつけ医の機能の評価 
 ３．入退院支援の推進 
 ４．質の高い在宅医療・訪問看護の確保 
 ５．医療と介護の連携の推進 
歯科 
 １．かかりつけ歯科医の機能の評価 
 ２．周術期口腔機能管理の推進 
 ３．質の高い在宅医療の確保 
調剤 
 １．地域医療に貢献する薬局の評価 
 ２．かかりつけ薬剤師の推進 

医科 
 １．重点的な対応が求められる医療分野の充実 
  １） 小児医療、周産期医療、救急医療の充実 
  ２） 緩和ケアを含む質の高いがん医療等の評価 
  ３） 認知症の者に対する適切な医療の評価 
  ４） 感染症対策の推進 
  ５） 重症化予防の取組の推進 
 ２． 先進的な医療技術の適切な評価と着実な導入 
  １） 遠隔診療の評価 
  ２） 医療技術評価分科会における検討を踏まえた対応 
歯科 
 １． 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応、生活の

質に配慮した歯科医療の推進 
調剤 
 １． 薬局における対人業務の評価の充実 
 ２． 効率的で質の高い在宅薬剤管理指導業務の推進 

１． チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤
務環境の改善 

２． 業務の効率化・合理化 

１． 薬価制度の抜本改革の推進 
２． 後発医薬品の使用促進 
３． 費用対効果の評価 
４． 調剤報酬（いわゆる門前薬局等の評価）の見直し 
５． 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの構築と 
医療機能の分化・強化、連携の推進 

Ⅲ 医療従事者の負担軽減、 
働き方改革の推進 

Ⅱ 新しいニーズにも対応でき、安心・安全で 
納得できる質の高い医療の実現・充実 

Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の 
安定性・持続可能性の強化 

平成30年度診療報酬改定 

平成３０年度診療報酬改定の概要 
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医療保険制度改革等の行方 

薬価制度改革 
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薬価制度の抜本改革 

  「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」（Ｈ２８.１２）に基づき、「国民皆保険の持続性」と「イ
ノベーションの推進」を両立し、 「国民負担の軽減」と「医療の質の向上」を実現。 

新薬創出等加算の抜本的見直し 

新 薬 

・対象品目：革新性・有用性に着目して絞り込み 

・企業指標：企業指標（革新的新薬の開発等）の達成度に応じた加算 

効能追加等による市場拡大への速やかな対応 
・対象：350億円以上* 

・頻度：年４回（新薬収載の機会） 
* 市場拡大再算定ルールに従い薬価引下げ 

外国平均価格調整の見直し 

・米国参照価格リスト 
 ：メーカー希望小売価格 → 公的制度の価格リスト 

費用対効果評価の導入 

・試行的実施 
 ：対象13品目の価格調整を平成30年4月実施 

・本格実施 
 ：技術的課題を整理し平成30年度中に結論 

長期収載品・後発品 

長期収載品の薬価の見直し 

・対象：後発品の上市後、10年を経過した長期収載品 

・見直し方法：後発品の薬価を基準に段階的に引下げ 

・
対
象
範
囲
：
全
品
目
改
定
の
状
況
も
踏
ま
え
、
国
主
導
で
流
通
改
善

に
取
り
組
み
、
Ｈ
32

年
中
に
設
定 

後発品価格の集約化 

・対  象：上市から12年が経過した後発品 

・価格体数：１価格帯を原則 

新薬のイノベーション評価の見直し 

・加算対象範囲（類似薬のない新薬） 
 ：営業利益への加算 → 薬価全体への加算 

（製造原価の内訳の開示度に応じた加算率の設定） 

毎
年
薬
価
調
査
・
毎
年
薬
価
改
定 
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現行制度の概要 

○ これまで、効能追加等により市場規模が拡大した医薬品の薬
価については、２年に１回の薬価改定時において、市場拡大再
算定等により、薬価を引下げ。 

○ 平成26年７月 オプジーボ承認（日本発のメラノーマへの画期的治療薬として世界に先駆け登場） 
○ 平成27年12月 非小細胞肺がんの適応追加（販売額が急激に拡大） 
○ 平成28年11月 国民負担への影響を踏まえ、緊急的に薬価を50％引下げ（平成29年２月施行） 

課題 
○ オプジーボのように、効能追加等により市場規模が急激に拡大
した場合には、迅速かつ機動的に、薬価を引き下げられるように
する仕組みの導入が必要。 

改革の方向性 

○ 以下の方法により、保険収載後の状況の変化に対応。 

【市場拡大の把握方法】  NDBにより使用量を把握し、一定規模以上の市場拡大を把握 
【把握する品目】  効能追加等がなされたすべての医薬品をフォロー 
【引下げ対象・方法】 市場規模350億円超の品目について、新薬収載の機会（年４回）を

活用し、市場拡大再算定のルールに従い薬価改定 

オプジーボ市場拡大の経緯 

薬
価
改
定 

オ
プ
ジ
ー
ボ
保
険
適
用 

薬
価
改
定 

薬
価
調
査 

メ
ラ
ノ
ー
マ 

 
 

 
新
規
収
載 

肺
が
ん
効
能
追
加 

市場規模 
50倍 

H27.9 H28.4 
H26.9 H27.12 

市場 
規模 1,500億円超 31億円 

H30.4 

薬
価
改
定 

次期改定まで 
２年以上 

再
算
定
の
対
象
外 

オ
プ
ジ
ー
ボ 

経
緯 

効能追加等に伴う市場拡大への対応 

※過去10年間に再算定の対象となった品目では、市場規模350億円超の品目を対象とすると、品目を半数に限定しつつ、市場シェアの４分の３を捕捉できる。 27 



○ 対象品目は、後発品上市までの間、改定による薬価引下げを猶予 
 

〔企業要件〕厚労省からの医薬品開発の要請に応じていること 
〔品目要件〕乖離率（薬価差）が全医薬品の平均以下であること 

現行制度の概要 

→ 高い 低い ← 

右記以外の
品目 

平
均
乖
離
率
を 

上
回
っ
て
い
る
品
目 

現行 見直し後 

改革の方向性（品目要件の見直し） 

課題 

新薬創出等加算の見直し（品目要件） 

○ 企業に着目した制度であり、企業要件さえ満たせば、事実上、すべての新薬が対象となる。そのため、革新性の低い
医薬品も薬価が維持される。 

 
○ 乖離率が平均以下という品目要件があることで、対象外になることを回避したい企業が仕切価を高く設定し、価格

が高止まりしているとの指摘もある。 

・画期性加算・有用性加算の補正加算のついた医薬品 
・営業利益に補正された医薬品 
・希少疾病用医薬品    
・新規作用機序医薬品（基準に照らして革新性・有用性が認
められるものに限る）等 

・医療用配合剤 
・ラセミ体が存在する医薬品 
・類似薬効比較方式（Ⅱ）で算定された医薬品 
・その他基準に照らして革新性・有用性が認められない医薬品 

28 



○ 新規作用機序医薬品については、革新性・有用性に係る基準を次のように定め、本基準のいずれかを
満たすもののみに限ることとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ また、上記のほか 
  ・新規作用機序医薬品の収載から３年以内に収載された品目（３番手以内に限る）であって、 
  ・新規作用機序医薬品が加算適用品又は上記基準に該当するもの 
 については、有用性と革新性の程度が１番手と同程度であると認められることから、新薬創出等加算の

対象とする。 

基準案 

新規作用機序により既存治療で
効果不十分な疾患に有効性を示
したものであること 

 当該疾患に対する標準療法で効果不十分又は不耐容の患者を含む臨床試験（当初の承認を目的として実施さ
れたもので、効果不十分又は不耐容の患者の目標症例数が事前に設定された企業治験に限る。）において有効
性が示されることなどにより、添付文書の効能・効果、使用上の注意、臨床試験成績の項において、これらの
患者に対して投与可能であることが明示的になっているものであること。 

新規作用機序により既存治療に
対して比較試験により優越性を
示したものであること 

 対象疾患に対する既存治療（本邦における治療方法として妥当性があるものに限る。）を対照群（プラセボ
除く）に設定した臨床試験（当初の承認を目的として実施されたもので、優越性を検証することを目的とした
仮説に基づき実施された企業治験に限る。）を実施し、主要評価項目において既存治療に対する本剤の優越性
が示されていること。 
 また、製造販売後において、当初の承認時の疾患を対象とした製造販売後臨床試験も同様に取り扱うものと
する。 

新規作用機序により認められた
効能を有する他の医薬品が存在
しないこと 

 薬事承認時点において、本剤と効能・効果が一致するものがなく、対象疾患に対して初めての治療選択肢を
提供するもの、又は類似の効能・効果を有する既存薬と比べて、治療対象となる患者の範囲が拡大することが
明らかであるもの。 

新薬創出等加算の見直し（品目要件） 
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①開発要請等を受けた企業 
（適切に対応しない企業を除く） 

②真に医療の質向上に貢献する医薬品の開発企業 
（開発要請等を受けていない企業のうち） 

※ 開発要請を受けていない企業に対し、 
②の基準により対象企業かどうかを判定 

企業要件 

○ 未承認薬・適応外薬の解消に取り組むため、国からの開発要請に適切に対応することを
前提条件とする 

 

○ 企業が更なる革新的新薬開発に取り組むインセンティブとするため、革新的新薬の開発
やドラッグ・ラグ解消の実績・取組を指標とし、これらの指標の達成度に応じて、加算率
を３段階に設定 

現行 

医療系ベンチャーについては、新薬開発に係る実績・今後の取組が限られている一方で、革新的新薬創出の重要な役割を果たすこと
が期待されており、企業指標にかかわらず加算率を設定 

* 開発要請に対して適切に対応しない企業は、 
 そもそも新薬創出等加算の対象外とする。 

新薬創出等加算の見直し（企業指標） 

A 革新的新薬創出の実績・取組 
 

B ドラッグ・ラグ解消の実績・取組 
 

C 世界に先駆けた新薬の開発 

見直し後 企業指標 

【指標の達成度・充足度の評価方法】（イメージ） 
 ○ 次に掲げるに関する指標の達成度・充足度に応じた加算率とする。 
（A）革新的新薬創出 （B）ドラッグ・ラグ対策 （C）世界に先駆けた新薬開発 
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○ 具体的な企業指標、その各ポイントの合計に基づく分類方法については、以下のとおり。 
 
○ なお、 企業指標については、今回、初めて導入するものであることから、平成30年度改定において

は、区分Ⅰ及びⅢの範囲や加算係数の差による企業間の格差は限定的なものとし、平成30年度改定後に
おいても、引き続き、製薬企業の革新的新薬開発やドラッグ・ラグ解消の取組・実績を評価するものと
して適切かどうかについて、新薬開発等に係る実態も踏まえつつ、検証を行い、次回以降の改定への見
直し・反映を検討する。 

新薬創出等加算の見直し（企業指標） 

＜企業指標＞ 
区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

範囲 上位25%* Ⅰ、Ⅲ以外 最低点数 

加算係数 1.0 0.9 0.8 

指標の内容 

A-1 
国内試験（日本を含む国際共同試験を含む）
（実施数）（PhaseⅡ以降） 

上位25％ 4pt 
中位50％ 2pt 

A-2 
新薬収載実績（収載成分数） 
（過去5年） 

上位25％ 4pt 
中位50％ 2pt 

B-1 
開発公募品（開発着手数） 
（過去5年）（B-2分を除く） 

１品目について2pt 

B-2 
開発公募品（承認取得数） 
（過去5年） 

１品目について2pt 

C 
世界に先駆けた新薬の開発（品目数） 
（過去5年） 

１品目について2pt 

* 上位25パーセンタイルの企業指標点数の企業が複数存在する場合、
当該点数までの企業数が全体の企業数の30％を超えないことを限度と
して、当該点数の企業は区分Ⅰとして取り扱う。 

＜分類方法＞ 

A-1については、平成29年9月末時点の数値とし、それ以外の指標については、平成29年9月末時点
までの数値とする。 
また、A-1については、成分数単位とし、効能追加を含む。（一の成分について、複数の効能に係る試
験を実施している場合であっても、「１」と計上する。） 
A-1の実施数には、HIV治療薬など、例外的に海外試験の試験成績のみをもって承認申請が認められ
る品目を含む。 
Cについては、先駆け審査指定制度による指定数とする。 

以下の要件に該当する企業は区分Ⅱとする。 
  ・ 中小企業であること 
    （従業員数300人以下又は資本金３億円以下） 
  ・ 他の法人が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式 
   又は出資金を有していないこと 
  ・ 複数の法人が株式総数又は出資総額の2/3以上の 
   株式又は出資金を有していないこと 
  ・ 新薬創出等加算の対象となる成分が１つのみであって、

当該品目の承認のあった年の前事業年度（過去５年間
に限る）において、当期利益が計上されていない又は当期
利益は計上されているが事業収益がないこと 

＜医療系ベンチャーの取扱い＞ 
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新薬創出等加算の見直し（品目要件・企業要件） 

品目要件 

企業要件 

①開発要請等を受けた企業 
（適切に対応しない企業を除く） 

②真に医療の質向上に貢献する医薬品の開発企業 
（開発要請等を受けていない企業のうち） 

※ 開発要請を受けていない企業に対し、 
②の基準により対象企業かどうかを判定 

現行 

※ 開発要請に対して適切に対応しない企業は、 
 そもそも新薬創出等加算の対象外とする。 

A 革新的新薬創出の実績・取組 
 

B ドラッグ・ラグ解消の実績・取組 
 

C 世界に先駆けた新薬の開発 

見直し後 

→ 高い 低い ← 

右記以外の
品目 

平
均
乖
離
率
を 

上
回
っ
て
い
る
品
目 

現行 

・画期性加算・有用性加算のついた医薬品 
・営業利益に補正された医薬品 
・希少疾病用医薬品・開発公募品 
・新規作用機序医薬品（基準に照らして革新性・有用性が認
められるものに限る）等 

見直し後 

上記以外の品目 
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○ 医薬品そのものの革新性・有用性に着目して判断 
○ 革新的新薬の創出を 
 促進するための効率的・

効果的な仕組みへと 
 抜本的に見直した上で、

制度化を検討。 

後発品上市又は収載15年後 

薬
価 

時間 

加算額の 
累積分 

乖離率分 

本制度による加算が 

なかった場合の薬価推移 

区分Ⅰ 

区分Ⅲ 

区分Ⅱ 

企業指標 

○ 次に掲げるに関する指標の達成度・充足度に
応じた加算率とする。（改定の都度評価） 

（A）革新的新薬創出 
（B）ドラッグ・ラグ対策 
（C）世界に先駆けた新薬開発 

品目要件 制度の位置づけ 

薬価収載 

画期性加算、有用性加算、営業利益率補正がなされた医薬品、希少疾病用医薬品、新規作用機序医薬
品（基準に照らして革新性、有用性が認められるものに限る。）等に絞り込み。 

※ なお、加算額について、乖離率に応じた上限を設定  

新薬創出等加算の見直し（全体像） 

※区分に応じて加算率を設定 
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○ イノベーションの推進の観点から、類似薬のない新薬の評価のあり方について、以下のとおり見
直す。 
•  原価計算方式においても、類似薬効比較方式と同様に、価格全体（加算前の算定薬価）に加算を行う 
•  原価計算方式において、原薬・製剤の委託製造等の開示が困難な部分の割合（開示度）に応じて、加算額に

差を設ける 

営
業
利
益
の
み
に
補
正 

原価計算方式 

現行 見直し後 

製品製造 
原価 

 

研究開発費等 
（一般管理販売費） 

営業利益 

流通経費 

消費税 

営
業
利
益 

補
正
分 

補正加算 

製品製造 
原価 

 

研究開発費等 
（一般管理販売費） 

営業利益 

流通経費 

消費税 

補正加算 

加算前価格 

価
格
全
体
に
加
算 

類似薬効比較方式 

補正加算 

参考 

価
格
全
体
に
加
算 

イノベーションの評価について 

開示度が高い 

元々の比較薬 

類似薬効比較方式であっても、元々は 
原価計算方式に基づいて薬価が設定され
ている 

原価計算方式 

価
格
全
体
に
加
算 

開示度が低い 

製品製造 
原価 

営業利益 

流通経費 

消費税 

研究開発費等 
（一般管理販売費） 

営
業
利
益 

補
正
分 

製品製造 
原価 

営業利益 

流通経費 

消費税 

研究開発費等 
（一般管理販売費） 
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※導入に当たっては、我が国では、国民皆保険の下、有効性・安全性等が確立された医療は基本的に保険適用していることから、 
  費用対効果評価の結果は、価格調整に用いることとし、保険償還の可否の判断には用いない。 

②企業による分析・データ提出 

③第三者による再分析※ 

④総合的評価 

⑤費用対効果の評価結果に 
基づく価格調整を実施 

①品目の選定 
（革新性が高く市場規模の大きな医薬品等を選定） 

※再分析は厚生労働省が主体となって実施。 

＜費用対効果評価の手順＞ 

費用対効果評価について 

○ 費用対効果評価については、原価計算方式を含め、市場規模の大きい医薬品・医療機器を対象に、費用対効果を 
 分析し、その結果に基づき薬価等を改定する仕組みを導入する。 
 
○ これに向けて、試行的実施の対象となっている13品目について、これまでの作業結果を踏まえ、平成30年4月から 
 価格調整を実施するとともに、試行的実施において明らかになった技術的課題への対応策を整理する。 
 
○ 併せて、本格実施に向けて、その具体的内容について引き続き検討し、平成３０年度中に結論を得る。 

医薬品（７品目） 医療機器（６品目） 

類似薬効
（機能区
分）比較
方式 

ソバルディ 
（ギリアド・サイエンシズ） 

Ｃ型慢性
肝炎 

カワスミNajuta胸部ステントグラフ
トシステム 
 （川澄化学工業） 

胸部大動
脈瘤 

ハーボニー 
（ギリアド・サイエンシズ） アクティバRC 

 （日本メドトロニック） 
振戦等 

ヴィキラックス 
（アッヴィ合同会社） バーサイスDBSシステム 

（ボストン・サイエンティフィック ジャパン） 
ダクルインザ 
（ブリストル・マイヤーズ） 

Brio Dual 8ニューロスティミュレー
タ 
（セント・ジュード・メディカル） 

スンベプラ 
（ブリストル・マイヤーズ） 

原価計算
方式 

オプジーボ 
（小野薬品工業） 

悪性黒色
腫等 

ジャック 
（ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング） 

外傷性軟
骨欠損症 

カドサイラ 
（中外製薬） 

ＨＥＲ２
陽性の再
発乳癌等 

サピエンXT 
（エドワーズライフサイエンス） 

重度大動
脈弁狭窄
症 

＜試行的実施の対象品目＞ 
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特許・再審査 
期間 

5年 

Z2 

5年 

後発品上市 

置換え時期 

【G1】後発品への置換えが進んでいる品目 

Z2適用 2.5倍 2倍 1.5倍 

2年 2年 2年 

1倍 

【G2】後発品への置換えが 
      進んでいない品目 

Ｇ１（撤退品目）の後発品を2価格帯へ 

後発品増産準備期間 

○ ① 後発品置換率が80％以上の品目は、まず薬価を後発品の薬価の2.5倍に引き下
げ、その後、６年間かけて段階的に後発品の薬価まで引き下げる。 

  ② 後発品置換率が80％未満の段階であっても、同様に、まず薬価を後発品の薬価の
2.5倍に引下げ、その後、10年間かけて段階的に後発品の薬価の1.5倍まで引き
下げる。 

○ その際、後発品よりコストのかかる主たる要因である、長期収載品への事実上の情報
提供義務にもかかわらず、後発品と薬価を揃えることになるため、先発品は市場から撤
退できるものとする。 

○ 引下げ幅が著しく大きくなる品目等については、円滑実施の観点から、適切な配慮措
置を講ずる。 

2.5倍 2.3倍 2.1倍 

Ｇ1に該当する先発品は 
価格が揃った時点までに撤退可能 

長期収載品の薬価等の見直し 

1.9倍 

先発品 

後発品 

1.7倍 1.5倍 

それ以外の後発品を1価格帯へ 

○ 我が国の製薬産業の構造を、長期収載品依存から、より高い創薬力を持つものへと転換する観点から、後発
品上市後10年を経過した長期収載品の薬価について、後発品の薬価を基準に段階的に引き下げる。 

 〔後発品置換え率〕    〔薬価引下げ率〕 
  ・40%未満        ：▲2.0% 
  ・40%以上60%未満 ：▲1.75% 
  ・60%以上80%未満 ：▲1.5% 

【Ｃ】 後発品への置換え率に応じた補完的な引下げ（Z2基準準用）も実施 

長期収載品の価格引下げ 

○ 上市から12年が経過した後発品につい
ては1価格帯を原則とする。 

 
○ ただし、後発品置換率が80％以上で

あって、先発品企業が撤退する品目につい
ては、安定供給に貢献する後発品企業（先
発品企業撤退分の増産対応を担う企業）の
品目とそれ以外の後発品企業の品目に分け
た２価格帯に集約する 

後発品の価格帯集約 
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現行制度の概要 

○ 長期間臨床現場での使用実績があり、医療上必要性の高い医薬品を「基礎的医薬品」
として位置付け、最も販売額が大きい銘柄に価格を集約してその薬価を維持。 

○ 不採算になる前に薬価を下支えする基礎的医薬品の対象に、生薬や軟膏基剤、歯科用
局所麻酔剤等を追加する等の必要な対応を行う。 

 
○ なお、不採算に近いものとしては、過去３年の乖離率が連続で２％以下であった薬効

分類とする。 

改革の方向性 

薬効分類 成分数 

内用剤 510 生薬 192成分 

外用剤 712 軟膏基剤 31成分 

歯科用剤 271 歯科用局所麻酔剤 ８成分 

基礎的医薬品の在り方について 
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現行 改正案 

米国 ○ ASP/NADAC 

英国 ○ ○ 

仏国 ○ ○ 

独国 ○ ○ 

○ 現在、新薬の薬価算定の際、米・英・独・仏の４か国の医薬品価格を参照して、薬価を調整している
が、米国については、現在参照している価格リスト（RED BOOK：メーカー希望小売価格）は参照し
ないこととし、米国の公的制度（メディケア・メディケイド）で用いられている価格リスト（ASP／
NADAC）を参照する。 

外国平均価格調整の見直し 

ASP：Medicare Part B Drug Average Sales Price 
NADAC：National Average Drug Acquisition Cost 

 ASP・NADACは、医療機関・薬局の平均購入価格であ
り、ASPはメディケア、NADACは一部の州のメディケイドで採
用されている。 

概要 

ASP NADAC 

 院内処方薬の医療機関へ
の平均販売価格 

 メディケアパートB（病
院の外来サービスなど）
の償還価格 

 外来処方薬の調剤薬局に
よる平均購入価格 

 メディケイドの償還価格 

RED BOOKとの比較 

ASP/NADAC RED BOOK 

掲載品目数※ 19品目 55品目 

RED BOOKに 
対する 

価格比（平均） 
0.77 － 

※平成28年４月～平成29年8月に日本で収載された新薬のうち、 
収載時に米国RED BOOK価格が存在したもの（全55品目） 
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薬価毎年改定のスタート年（2021年）における対象範囲について 

○ 対象品目の範囲については、2021年度※に向けて、安定的な医薬品流通が確保されるよう、
国が主導し、単品単価契約、早期妥結、一次売差マイナスの是正等を積極的に推進し、流通
改善に取り組むことにより、薬価調査が適切に実施される環境整備を図りつつ、国民負担の
軽減の観点から、できる限り広くすることが適当。 

 
○ 2018年度から2020年度までの３年間継続して、全品目の薬価改定が行われることから、

この間の市場実勢価格の推移、薬価差の状況、医薬品卸・医療機関・薬局等の経営への影響
等を把握した上で、2020年中にこれらを総合的に勘案して、具体的な範囲を設定。 

（参考）対象品目の範囲と医療費への影響（試算※） 
     
    ア）平均乖離率2.0倍以上（約31百品目、全品目の約２割） ▲500～800億円程度 
    イ）平均乖離率1.5倍以上（約50百品目、全品目の約３割） ▲750～1,100億円程度 
    ウ）平均乖離率1.2倍以上（約66百品目、全品目の約４割） ▲1,200～1,800億円程度 
    エ）平均乖離率１倍超  （約81百品目、全品目の約５割） ▲1,900～2,900億円程度 

 

※これまでの2年分の価格乖離の1/2～3/4が薬価改定年度に発生するもの
と仮定して、27年度の薬価調査実績に基づき試算 

 ※ 2019年は、消費税率の引上げが予定されており、全品目の薬価改定が行われるため、薬価改定年度の最初の年は2021年度となる。 
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医療保険制度改革等の行方 

4月20日データヘルス特命委 
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審査支払機関改革と 
データヘルス改革について 

平成30年４月20日 

厚 生 労 働 省 

資料１－２ 
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① 審査支払機関改革 関係 
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医療保険制度における診療報酬の審査・支払の考え方 

市町村国保等 

支払基金 

47都道府県支部 
（各支部に審査委員会を設置） 

国保連合会 

47都道府県 
 

保険料 
支払 

審査・支払 
を委託 

診
療･

受
診 

医
療
に
か
か
っ
た 

費
用
の
一
部
負
担 

会社員など 自営業者や高齢者など 
患者 

（被保険者・被扶養者） 

●職員数    4,310人（平成28年） 

●審査委員数  4,674人（平成28年） 
●運営経費   約808億円（平成28年度）※ 
●レセプト件数   約10.6億件（8820万件/月、平成28年度） 
●支払金額     約11.9兆円（約1兆円／月、平成28年度） 

●職員数     5,113人（平成28年） （※1） 

●審査委員数   3,773人（平成28年） 
●運営経費    約645億円（※2） 
●レセプト件数  約10.2億件（8534万件/月、平成28年度） 
●支払金額    約23.8兆円（約2兆円/月、平成28年度） 

 
 
 

※２ 審査支払に係る経費を概算（平成28年度） 
※３ 介護保険レセプト：1.5億件、介護費約10兆円（平成28年度） 

※審査支払に係る経費を概算（平成28年度） 

保険料 
支払 

審査・支払 
を委託 

※１ 審査支払業務以外の職員含む（保健事業等） 

医療費請求の審査 医療費請求の審査 

（各連合会に診療報酬審査委員会を設置） 
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（※３） 

レセプトの審査は、保険者が本来的に有している権能であり、それを審査支払機関に委託している。 

協会けんぽ 
健康保険組合等 

約1500保険者 

市町村国保等 

約1900保険者 

医療機関 
・ 
薬局 

 約24万機関 

請求・ 
支払 

請求・ 
支払 



社会保険診療報酬支払基金 国民健康保険団体連合会 

設立根拠 社会保険診療報酬支払基金法 国民健康保険法第８３条第１項 

目 的 
健康保険法等の療養の給付について、医療機関等から提出
される診療報酬請求書等の審査を行い、診療報酬等の迅速
かつ適正な支払いを行う。 

国民健康保険法に基づき、会員である保険者が共同して国民健康
保険事業の目的を達成するために必要な事業を行う。 

法人の性格 特別民間法人 保険者(市町村等)が共同して設立した公法人（47都道府県） 

主な業務 

①診療報酬の審査支払業務 
・健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の診療報酬等の

審査・支払い 
②高齢者医療制度関係業務（高齢者医療確保法） 
・後期高齢者医療の支援金の徴収、広域連合への交付 
・前期高齢者医療制度の納付金の徴収、交付金の交付 
・病床転換助成事業の支援金の徴収、都道府県への交付 
③介護保険関係業務（介護保険法） 
・介護納付金の徴収、市町村への交付金の交付 
④公費負担医療の審査等（公費負担各法等） 
・生活保護等公費負担医療の審査        等 

①診療報酬等の審査支払業務 
・国民健康保険、後期高齢者医療の診療報酬等の審査・支払い 
・介護保険の介護給付費の審査・支払い 
・障害者総合支援の障害者総合支援給付等の審査・支払い 
②国保保険者事務の共同事業・共同処理 
・保険者事務の共同事務処理（資格管理、第三者行為求償事務、 
 後発医薬品差額通知作成、レセプト点検支援等） 
③市町村等の事務の共同処理 
・特定健診・特定保健指導に係る費用の支払い及びデータ管理 
・保健事業の支援（分析、研修、情報提供等） 
・後期高齢者医療、介護保険及び障害者自立支援の事務   等     

（参考２）社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会の比較 

※ 健康保険法（大正十一年法律第七十号） 
（療養の給付に関する費用） 
第七十六条 （略）  
２・３ （略） 
４ 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令並びに前二項の定めに照らして審査の上、

支払うものとする。 
５ 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）による社会保険診療報酬支払基金（以下「基金」という。）又は

国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）に委託することができる。 
６ （略） 
 
※ 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号） 
（保険医療機関等の診療報酬） 
第四十五条 （略） 
２・３ （略） 
４ 市町村及び組合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第四十条に規定する準則並びに第二項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した

上、支払うものとする。 
５ 市町村及び組合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会（加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道

府県、市町村及び組合の総数の三分の二に達しないものを除く。）又は社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）による社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基
金」という。）に委託することができる。 

６～８ （略） 

（参考１）審査の実施主体について 
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45 

最近の審査支払機関改革に係る動き 

平成29年1月12日 
 「データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会」報告書 
 

平成29年6月9日 
 「規制改革実施計画」（平成29年6月9日閣議決定） 
 ＜主な指摘＞ 
  ・業務機能ごとに分解可能なコンピュータシステムの構築（平成32年度までに実施） 
    ※ＩＴシステムの企画立案に関与する政府ＣＩＯと連携し、その評価を受けながら推進 
  ・支部の集約化・統合化の推進 
  ・審査の一元化に向けた体制の整備 
 

平成29年7月4日 
 「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」（厚生労働省、支払基金） 
  ・審査プロセスの効率化・高度化の推進 
  ・より公平な審査の実現に向けた審査基準の統一化 
  ・支部機能の集約化、支払基金の組織のあり方の見直し（モデル（実証）事業の実施） 
 

平成29年10月4日 
 「国保審査業務充実・高度化基本計画」（国保中央会、国保連合会） 
  ・厚労省及び支払基金の審査業務改革と一体となった取組みの推進 
  ・人とシステムの審査業務能力向上の好循環による審査業務の高度化・効率化の追求 
  ・保険者の共同体としての特性を活かした審査業務の充実 
 

平成30年3月1日 
 「審査支払機関改革における支払基金での今後の取組」 （厚生労働省、支払基金） 
  ※「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」や「規制改革実施計画（閣議決定）」に掲げられた改革項目を着実に実行する 
   ため、具体的な取組内容について、関係者の理解を得るために公表したもの 

  ・平成31年の通常国会に関連法案を提出予定 
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＜基本的考え方＞  
○ 現在は「受付」､「審査」､「支払」のそれぞれの機能が一体的に構築されていたシステムを、 
 新たなシステムにおいては、それぞれの業務単位ごとに「モジュール化（機能分解）」したシステムに変更 
 
【想定される主な効果】 
 ①機能毎に分解するため、プログラム等の変更が必要となった場合でも、改修範囲が限定的 
 ②受付機能等、機能を切り出して活用することなどが可能となるため、個々の保険者ニーズに柔軟に対応可能 

受付 審査 支払 
約
24
万 

医
療
機
関
等 

請求 請求 

支払 

支払 

（現行） 

受付 審査 支払 
約
24
万 

医
療
機
関
等 

保
険
者
等 

請求 請求 

支払 

支払 

（新システム） 

保
険
者
等 

※ 受付機能（レセプトの振分けや、形式的チェック等）のみ利用し、 
 審査については保険者自らが行うことも可能となる 

これまでの取組と今後の対応 

改革の主な柱①（新たな審査・支払システムの構築） 
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○平成30年度前半に新システムの設計を終了し、年度後半からシステム開発に着手（詳細については次頁以降） 
  ※ 現在、順次、業務機能ごとの分離調達手続きを実施中 
○国保システムについては、次期システム刷新時（2024年度（平成36年度））には、支払基金と国保中央会等の双方

の審査支払業務が整合的かつ効率的に機能することを実現する（今年度から新システムが稼働 ） 
  ※ 新システム（支払基金）のオンライン請求システム及びＡＳＰ機能については、国保連と共同利用 
○新システムの構築に関しては、厚労省保険局やデータヘルス改革推進本部、政府CIO（内閣官房ＩT総合戦略室）､支

払基金、国保中央会等が参加する審査支払システムの構築に係る協議の場を設け、調整と進行管理を実施 



（参考）審査・支払システム刷新の考え方 
１．審査・支払システム刷新の考え方 

（現行の枠組み） 
○ 支払基金及び国保連それぞれ、システム運営経費については、保険料が原資となっており、おおよそ５～７年に

１度行われるシステム更新（機器更新等）についても、保険料を原資とした積立金により賄っている。 

支払基金 

国保連 

平成26年 
（2014年） 

ハードウェア更新 

平成30年 
（2018年） 

平成32年度 
（2020年度） 

システム刷新 

平成36年度 
（2024年度） 

システム刷新（予定） システム刷新 
  

平成23年 
（2011年） 

システム刷新 
  

○ オンライン請求システム及びASP機能（※）
については、支払基金と国保連との共同利用。 

 

（※）ASP機能とは、一般的にアプリケーションを提供する事業
者のサーバーに利用者が接続し、サーバ上のアプリケーショ
ンを利用できる仕組みのこと。 

※ 審査支払システムの構築に係る協議の場 
 厚生労働省保険局やデータヘルス改革推進本部、政府CIOの下の内
閣官房IT総合戦略室、支払基金、国保中央会等が参加し、審査支払シ
ステムの構築に関し、調整と進行管理を行う。 
 ※規制改革実施計画（平成29年6月9日閣議決定） 

  コンピュータシステムの構築に当たっては、府省横断的にＩＴシステムの企画立
案に関与する政府ＣＩＯと連携し、その評価を受けながら推進すること。 

審査支払システムの構築に係る協議の場 
・昨年は３回開催。支払基金の新システムの調達仕様書の 
 基本方針取りまとめ 

＜今後のシステム刷新のスケジュール＞ 

ソフトウェア調達手続き 

ハードウェア調達手続き 

「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」（厚生労働省、支払基金） 
  審査支払の効率化、高度化のための見直しを進めるに当たっては、国保中央会等についても、同時並行的に支払基金におけ

る改革と整合的かつ連携して取り組みを進める。また、2020年度以降、順次具体化を図るとともに、国保中央会等の次期シス
テム刷新時（2024年度）には支払基金と国保中央会等の双方の審査支払業務が整合的かつ効率的に機能することを実現する。 
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３．審査におけるＡＩの活用について 

「支払基金業務効率化・高度化計画」（厚生労働省、支払基金） 

  審査の充実や質を向上させるとともに、費用低減を促進するため、AI 等の導入・活用により審査を支援す
る仕組みを順次、導入するとともに、継続的に審査の質の向上や費用低減等を推進する。 

 

○ 今年度は、支払基金において、審査の高度化支援にAI を活用することを検証し、新システム刷新（2020年
度稼働）から順次、導入・推進していく。 

  （例） AIを活用して審査結果等を分析し、レセプトの類型化等を行い、その結果をコンピュータチェックに反映していく 

２．新システムにおけるセキュリティ監視について 

「審査支払機関改革における支払基金での今後の取組」（厚生労働省、支払基金） 

  新システムの構築は、巨額の費用が伴うものであるため、運用品質やセキュリティレベルを落とさないよ
うにしつつ、システムのランニングコストを低減するために有効な技術について、費用対効果等も踏まえつつ、
有識者の助言も取り込みながら、幅広く検討を進める。 

 

○新システムにおけるセキュリティー対策については、今後、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）等
の有識者の助言や政府CIOの評価も受けつつ、平成30年夏を目途に、基盤系システムに関するセキュリティ対
策方針を決定する。（併せて、ネットワークに関するセキュリティ対策についても検討を進める。） 
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＜基本的考え方＞ 
○ 支払基金の支部間及び国保連との間での審査結果の差異があるのではないかとの指摘。 
 その一因として、以下の指摘。 
 ①支払基金だけでも延べ約14万事例の支部独自で設定されたコンピュータチェックルール（※）の存在 
 ②診療報酬点数に係る告示や通知等における、判断の「幅」の存在 
 

 （※）コンピュータチェックルールは、診療内容の適否について画一的あるいは一律的に適用するものではなく、診療内容の適否 

   については、審査委員会の医学的判断により決定される。 
 

改革の主な柱②（より公平な審査の実現に向けた審査基準の統一化） 

これまでの取組と今後の対応 

○ 既存の支部設定ルールについて、各支部において本部ルールへの移行や廃止の振り分けを実施。本部
ルールとして存置すべきとされたルールについては、本部で検証し、本部ルールへの取り込み又は廃止を
検討。今年度半ばまでに作業状況を整理するとともに、作業完了までの工程を明らかにする。 

 

○ 本部で統一して審査を行うレセプトの対象範囲の拡大等について検討。 
 

○ 国保連合会では、８割（３８連合会）以上が採用する審査基準は、審査委員会に係る全国会議で承認を
得た上で、全連合会共通の審査基準とする。 

○ 支部独自で設定されたコンピュータチェックルールについては、チェックルールの統一化に向け、見直
しを行う。診療報酬点数に係る告示や通知等については、その明確化を図る。 

 

○ さらに、本部で統一して審査を行うレセプトの対象範囲の拡大等を進めるとともに、継続的に差異を解
消し、新たな差異を見過ごさないためのPDCAサイクルを確立する。 

（①の例） 
「聴力検査」については、審査基準上、年齢制限の規定がないため、例えば3歳未満の小児のレセプトに対してコンピュータチェック
を設定している支部と、設定していない支部がある。 
（②の例） 
「気管支喘息」に適応がある特定の医薬品について、対象年齢が「通常、１歳以上６歳未満の小児」と定められているため、それよ
り年齢の高い小児（７歳から８歳）への投与を認めているケースと認めていないケースがある。 
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＜基本的考え方＞ 
 

○ 支払基金は、各都道府県に支部を設置することとなっている。支部組織については、規制改革実施
計画（平成29年6月9日閣議決定）において、「支部の集約化・統合化の実現に向けて、引き続き検討
を進め、結論を得る」とされており、新システムの構築等による業務効率化・高度化を踏まえた事務
機能の集約化に向けて具体的な検討を進め、平成31年の通常国会への関連法案の提出につなげる。 

 

○ 見直しに当たっては、保険者、地域の医療関係者等に対して、見直し後も審査・支払業務が円滑に
行われること等について、丁寧に説明しながら進める。 

改革の主な柱③（支部組織の集約化など、支払基金の組織の在り方の見直し） 

○ 平成30年度については、新システムの設計を進めるとともに、審査プロセスの見直しや支部集約
化に向けたモデル（実証）事業（※）を着実に実施 

 ※ 以下の３カ所で実施予定（1カ所あたり２か月間。カッコ書きは被集約支部） 
   ①宮城（福島） ②福岡（佐賀、熊本） ③大阪（滋賀、京都、奈良） 

これまでの取組と今後の対応 
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② 保健医療記録共有、救急時医療情報共有 関係 
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保健医療記録共有、救急時医療情報共有 

・個人の健診・診療に関する情報が、医療機関等に
分散して管理されており共有ができず、個人の病状
や投薬歴等の診療に必要な基本的な情報をその都度
把握し直さなければならない。 

課題 

 
・全国的な保健医療ネットワークを整備し、 
 ○患者同意を前提として、初診時等に、医療関係者が   
  患者の過去の健診・診療・処方情報等を共有できる 
  サービス 
 ○医療的ケア児（者）等の救急時や予想外の災害、事故 
  に遭遇した際に、医療関係者が、迅速に必要な患者情 
  報を共有できるサービス 
 の提供を目指す。 

データヘルス改革で 
実現を目指すサービス 

2017年度 
（平成29年度） 

2018年度 
（平成30年度） 

2019年度 
（平成31年度） 

2020年度 
（平成32年度） 

実証事業等を開始 
検討会での議論 

夏目途に工程表の提示 
（医療的ケア児等については、全国規
模のサービス実施体制を整備） 

本格稼働に向けての準備 本格稼働 

スケジュール 

平成30年度予算  ６．５億円 
  ・全国保健医療情報ネットワークのセキュリティ対策に係る調査、実証、要件定義やガイドライン策定等 
  ・保健医療記録共有サービスの本格稼働に向けた課題の検討や実証 
  ・医療的ケア児等の医療情報を共有するための全国規模のサービス実施体制の整備 

診療所 

・・・ 

病院 薬局 

患者基本情報や 
健診情報を想定。 

初診時等に活用。 

さらに基礎的な 
患者情報を想定。 

救急時に活用。 

マルチベンダー対応のネットワークで患者情報
を共有し、最適な健康管理・診療・ケアを提供 

国民・患者 

救急時医療情報 
共有サービス 

保健医療記録 
共有サービス 

処方情報 

診療情報 

健診情報 

救急医療機関等 
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全国保健医療情報ネットワークの構築など医療等分野の情報連携基盤に関する事項を検討するため、医務技監の下、 

関係局の参加を得ながら政策統括官（統計・情報政策担当）及び医政局長が「医療等分野情報連携基盤検討会」を開

催。※既存の医療情報ネットワーク基盤検討会を発展的改組。 

医療等分野情報連携基盤検討会 

※検討会の下にワーキンググループを設ける（情報連携基盤技術、セキュリティ等） 
※データヘルス改革推進本部との連携を図るため、データヘルス改革推進本部から松本顧問、 
 葛西アドバイザリーグループ長等に出席いただく。 

氏名 所属等 

秋山 祐治  川崎医療福祉大学 副学長（（一社）医療ネットワーク岡山協議会常任理事） 

石川 広己  日本医師会 常任理事 

大道 道大  日本病院会 副会長 

大山 永昭   東京工業大学科学技術創成研究院社会情報流通基盤研究センター 教授 

金子 郁容  慶應義塾大学SFC研究所 主席所員 

熊谷 雅美  日本看護協会 常任理事 

近藤 則子  老テク研究会 事務局長 

齋藤 俊哉  国民健康保険中央会 理事 

澤  智博  帝京大学医療情報システム研究センター 教授 

宍戸 常寿  東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

下邨 雅一  保健医療福祉情報システム工業会 運営会議議長  

杉山 茂夫  日本歯科医師会 常務理事 

田尻 泰典  日本薬剤師会 副会長 

知野 恵子  読売新聞東京本社 編集委員 

樋口 範雄  武蔵野大学法学部 特任教授 

三好 昌武  社会保険診療報酬支払基金 専務理事 

森田  朗  津田塾大学総合政策学部 教授 

山本 隆一  医療情報システム開発センター 理事長 

・平成３０年３月２９日 第１回検討会開催 
・平成３０年夏目途   全国保健医療情報ネットワークについて工程表を示す 
            医療等分野の識別子(ID)について整理 

○開催状況と今後の進め方  

（五十音順） 
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全国保健医療情報ネットワークの主な検討課題 

地域医療情報連携ネットワークの運営状況やこれまでの関連の実証事業の成果等を踏まえ、
全国保健医療情報ネットワークの構築に関し、費用負担に見合った便益を得られるサービス
やネットワークをどのように構築していくかが課題。 

サービスやネットワークの検討 
 

・ネットワークで提供されるサービス内容の検討 
 （共有するデータ項目の精査、標準規格の実装等） 
・既存の地域医療情報連携ネットワークの仕様の標準化 
・個人情報保護措置やセキュリティが確保されるシステムの検討 
 （保健医療従事者の資格確認方法や、地域医療情報連携ネットワーク・医療機関等の接続認証要件を含む） 
 
管理・運営主体 
 

・全国ネットワークの管理・運営主体の在り方 
・地域医療情報連携ネットワークの運営主体との関係 

コスト 
 

・全国ネットワーク整備の初期・更新コストと運営コスト及びその負担者の決定 
・地域医療情報連携ネットワークの更新コスト・運営コストとの関係 
・初期コスト・運営コスト等の低コスト化・平準化 
 
運用ルール 
 

・医療機関、薬局等のネットワークへの参加の促進      
・患者の同意取得や本人確認の在り方 
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  保健医療記録共有サービス実証事業（検討中） 

全国保健医療情報ネットワークで提供するサービスの一つである「保健医療記録共有サービス」の本格
稼働に向け、マルチベンダー対応可能な必要最低限の機能・性能を実装した試作システムを構築し、 
当該サービスを提供するシステムが具備すべき機能・性能に係わる技術仕様案の作成と、技術面・運用
面の課題を抽出・分析する。（平成30年度厚生労働省予算） 

保健医療記録共有試作システムの開発・検証 

・ 医療機関・薬局等のレセプト・電子カルテ等のデータの一部（ミニマムデータセット） 
 を収集・保管し、保健医療従事者が統合ビューワを通してそれらの情報を閲覧できる  
 試作システムを構築する。 

 保健医療記録共有サービスの全国展開に向け、医療等分野情報連携基盤検討会・基盤   
 技術ＷＧでの議論に資する検討を行う。 

・ 実証フィールドとして、既存の地域医療情報連携ネットワークを選定し、初診時の診療 
 情報参照等のユースケース検証を通じて、保健医療記録共有システムの技術面・運用面の  
 課題を抽出・分析する。 

・ 実証結果を踏まえ、ミニマムデータセットの項目やそれらの情報を効率的に共有 
 できる技術仕様案、標準的なシステム構成、コストモデル等を検討する。 

保健医療記録共有システムの技術仕様案の作成 
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保健医療記録として共有するデータ項目のイメージ（案） 

通常診療時の情報（現状） 保健医療記録（案） 救急時に共有する医療情報（案）

基

本

情

報

（

変

更

時

に

更

新

）

・氏名、性別、生年月日

・保険情報

　　審査支払機関情報、保険者情報、被保険者情報

・公費に関する情報

　　区分・公費・負担割合・課税所得区分など

・医療機関・薬局情報

　　カルテ番号、調剤録番号、診療・調剤年月、

　　保険医氏名、麻薬免許番号

・氏名、性別、生年月日

・保険情報

　　審査支払機関情報、保険者情報、被保険者情報

・公費に関する情報

　　区分・公費・負担割合・課税所得区分など

・医療機関・薬局情報

　　カルテ番号、調剤録番号、診療・調剤年月、

　　保険医氏名、麻薬免許番号

・氏名、性別、生年月日

・保険情報

　　審査支払機関情報、保険者情報、被保険者情報

・公費に関する情報

　　区分・公費・負担割合・課税所得区分など

・受診医療機関・薬局情報（年月別）

・最終受診医療機関・薬局情報（場合により複数）

　　カルテ番号、調剤録番号

レ

ポ

ー

ト

等

・ＤＰＣデータ

・検査結果（血算・生化・生理　など）

・画像、画像診断レポート

・病理レポート

・看護サマリ

・退院時サマリ

・診療情報提供書

・健診情報

・ＤＰＣデータ

・退院時サマリ

・診療情報提供書

・特定健診情報

診

療

行

為

関

連

情

報

（

診

療

の

都

度

発

生

）

・診療行為に対応する傷病名情報

・診療行為の内容に関する情報

　　診療実施年月日、診療内容、検査、処置、

　　処方、手術、麻酔、輸血、移植などの情報、

　　入退院（入院日、退院日）、食事、

　　使用された特定機材、リハビリ情報

・DPC病院入院関連情報

　　入院情報（病棟移動、予定・緊急入院）、

　　前回退院年月、入院時年齢、出生時体重、

　　JCS（意識障害）、Burn Index、重症度

・症状に関する情報

・診療行為に対応する傷病名情報

・診療行為の内容に関する情報

　　診療実施年月日、診療内容、検査、処置、

　　処方、手術、麻酔、輸血、移植などの情報、

　　入退院（入院日、退院日）、食事、

　　使用された特定機材、リハビリ情報

・DPC病院入院関連情報

　　入院情報（病棟移動、予定・緊急入院）、

　　前回退院年月、入院時年齢、出生時体重、

　　JCS（意識障害）、Burn Index、重症度

・症状に関する情報

・病歴情報

　　主傷病名と受診医療機関リスト（受診年月）

・手術関連情報、麻酔歴、輸血歴

・検査関連情報

・薬剤情報

　　服薬中薬剤情報（必要なら過去の利用履歴）

・材料関連情報・特定材料使用歴

・処方せん内容

・症状に関する情報

　　関連する疾患、材料に対応

※ データの収集元や保管方法を含め、精査中 
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   医療分野のネットワークセキュリティ対策強化のための調査・実証事業（検討中） 

全国保健医療情報ネットワークの全体構成を検討するために、下記の調査・実証事業を行うことを予定している。 
なお、前提としてH29年度 総務省「医療等分野における高精細映像等データ共有基盤の在り方に関する実証」 
および、H29年度 厚生労働省「医療等分野のネットワーク接続の機関認証に関する調査・研究」の報告内容も参考とする。 

セキュリティ、運用に関する事例やガイドラインの調査研究 

ネットワーク構成を検討するための関連技術調査 

ネットワーク基盤の構成検討 

接続先機関及びＮＷに要求されるセキュリティについての検討 

• 国内外で公表されているセキュリティ関連のガイドライン等の調査研究 
• 国内の地域連携ネットワークおよび諸外国の全国的なネットワークに 
  ついて、セキュリティや運用の面から調査研究  
• 利用者認証技術及びサービスの動向調査  等 

• 段階的拡張するスケールアウトの方式 
• クラウドサービスの活用など調査 等 

• 想定リスクの洗い出しとアセスメント実施等、実運用に向けた調査 
• セキュリティインシデント発生時の対応など、運用面の検討 
• ネットワーク基盤全体でのセキュリティ対策機能を検討 
• 概算コスト試算  等 

• 全国保健医療情報ネットワークに接続する地域医療連携ネットワークの 
  接続要件やセキュリティ要件について検討 
• 医療機関・薬局等からの接続を行うとした場合の接続要件やセキュリティ 
    要件について検討 
• 全国ＮＷ、地域ＮＷセキュリティガイドライン作成に向けた検討 等 

調査研究結果、検討会等での検討をもとに、 
・全国保健医療情報ネットワークでの機能・非機能要件整理 および 運用規定等の整理 
・各種セキュリティ・運用ガイドライン案の 作成（全国、地域連携、接続要件等） 
の検討を行う 

３
０
年
度
前
期

 

■医療等分野情報連携 
 基盤技術ＷＧ 
 
■医療等分野ネット 
 ワーク安全管理ＷＧ 

３
０
年
度
後
期

 

状況報告 

報告 

検討 

調査結果 
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医療的ケア児等医療情報共有システム（平成29年度事業） 

 

 

 

救急隊員 

管理システム 
医療情報共有システム 

医療的ケア児等と 
その家族 

居住地周辺の 
近隣の医療機関 
（主治医・ 

かかりつけ医） 

遠隔地の 
医療機関 

サーバシステムの 
セキュリティ対策 

利用者端末の 
セキュリティ対策 

不正セルラー/WiFi 
アクセスポイント対策 

• 医療機関：5ヵ所（医師4名） 
• 医療的ケア児等とその家族：19名  

① 実証の協力者・参加者の開拓 

大型のテーマパークの
ある地域周辺：2か所
（千葉・大阪） 

④救急対応に関するヒアリング 

② 医療情報共有システムの構築 

福岡県医師会診療情
報ネットワーク「と
びうめネット」 

⑤先進的な救急医療情報 
ネットワークのヒアリング 

• 回数：3回 
• 人数：10名程度 

⑥ 有識者による検討会 

■開発： 
 「管理システム」「医療情報共有システム」の開発 
■サーバ： 
 実証システム用のサーバ基盤 
■セキュリティ： 
 システム実証時のセキュリティ対策 
 （サーバシステム・利用者端末・ 
  不正セルラー/WiFiアクセスポイント対策等） 

③ 医療情報共有システムの実証 

• ID発行 
• システム操作に関す

る問い合わせ対応 

運用事務局／ヘルプデスク 

滞りなく適切に医療情報等の共有が図られるかの実証
を行った。 

検討会の開催・運用
の事務を実施 

事務局 

在宅の医療的ケア児等が、遠方への外出時等、かかりつけの病院以外で受診する必要が発生した場合に適切な診療を受けるために、実際に診療に当たる医師等に患者の診察経過等の
医療情報が共有されること（医療情報共有）の仕組みが必要である。 

医療的ケア児等医療情報共有基盤の必要性 
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医療情報の共有の仕組み 

●主治医・かかりつけ医と本人・家族との情報共有 
 主治医・かかりつけ医が診察を行い、その情報 
を医療情報共有システムに登録し、その内容を医療
的ケア児とその家族と主治医・かかりつけ医の間で
医療情報共有システムを閲覧して情報の共有を行う。 

●救急時の情報共有 
 臨時ID（パスコード）を発行して救急医に医療情
報共有システムにログインしてもらい、主治医・か
かりつけ医が診察を行った情報を閲覧して情報の共
有を行う。 
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画面構成の例  

＜救急情報閲覧画面＞ 
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分類 意見 意見元 

医療情報項
目について 
 

○ 複数のサービスを利用しており、
全部の施設を入れるとなると入力が
大変である。 

本 人 ・
家族 

○ 「病名・障害」、「病歴」、「症
状、診断」「既往歴」の順で表示し
て、一言でどんな子供なのかが最初
に分かるようにして欲しい。 

○ 障害については、痺れや麻痺の箇
所を記した身体図をアップロードで
きるとよい。 

主 治 医、
・ か か
り つ け
医 

○ レントゲンの画像を登録したい。
普段の状態を診てもらわないと困る
場合がある。 

本 人 ・
家族 

○ 救急時には、通常の状態と比べて
どうなのかを判断することが非常に
重要なので、バイタルの通常の状態
が分かると非常に便利。 

救 急
医・ 
消 防 職
員 

○ 医療的ケア児等は基礎疾患が多い
ことがあるが、予めそれらについて
詳しく分かっていると総合的な判断
がしやすい。 

○ アレルギー、既往歴、内服薬、酸
素投与の有無、気管切開の有無・管
のサイズ、人工呼吸器の有無が分か
れば受入準備は出来ると思うので、
それらやかかりつけ医療機関の情報
が一目で見られると便利である。 

救急医 

（参考）医療情報共有システム（試行版）の実証結果① 

分類 意見 意見元 

医師の入力
負担の軽減
について 

○ 診療情報を入力する医師は大変な
ため、医師が情報提供をして保護者
が入れればよいのでは。 

○ 「併存症等」の「けいれん・てん
かん発作」、「アレルギー」や「生
活」に関する項目は、医師は十分に
把握しきれない場合があるので、家
族の方が詳しく入力できる。 

主 治 医 、
・ か か
り つ け
医 
 

○ 本人・家族も医師も入力できるよ
うにした場合でも、本人・家族が入
力したものについては、内容を医師
が確認することは必要である。 

主 治 医 、
・ か か
り つ け
医 

○ 初回登録の入力時間については、
インターフェイスの工夫でかなり改
善できるのではないか。 

検討会 

アクセス権
限・同意の
取得につい
て 
 

○ 外出時だけではなく、災害時など
で保護者や支援者が使う場面も考慮
するとよいと思う。 

主 治 医 、
・ か か
り つ け
医 

○ PHRということだけではなく、医
療機関との共有や第三者への開示も
含むので、アカウントを作って、適
宜確認を得るというのは非常に重要
な取組になると思う。本人・家族へ
の確認をアカウント管理の中で適宜
行うことができるようにするのがい
いと思う。 

検討会 
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分類 意見 意見元 

救急時等のア
クセス方法に
ついて 

○ 切羽詰まった状況で、端末を色々
と操作するのは難しい。特に医療的
ケア児等が救急に通報するというこ
とは相当に緊急性が高いので、それ
についてあれこれ現場でやるという
のは難しい。 

救急 
隊員 

○ 医療現場では、まだ、紙ベースで
の情報のやり取りがほとんどという
こともあり、一覧印刷機能があれば、
紙の方が取扱いやすい。 

救急医 

○ 家族がスマートフォンを持ってい
なかったり、自分のログインIDを忘
れてしまったりすることが考えられ
るので、救急時のアクセス方法につ
いては複数の方法を用意しておくの
がよいのではないか。 

検討会 

画面構成・デ
ザインについ
て 

○ 文字の大きさを変えられるように
して欲しい。 

○ 表の罫線間隔を最適化しコンパク
トにして一目で見られるようにし
て欲しい。 

○ 文字や背景の色がどれも同じで
スッキリはしているが、どこを見
て何を選択したらいいかよく分か
らない。 

本 人 ・
家族 

○ 入力時に、どの患者について入力 
しているか不安になるので、画面
上部等に常に患者名を表示して欲
しい。 

主治医 

（参考）医療情報共有システム（試行版）の実証結果② 

①サーバシステムに求められるセキュリティ要件と対策 
データ通信時の
秘匿性、完全性
確保 

SSL/TLS1.2方式でデータを暗号化し、通信
回線を盗聴されても情報漏えい及びデータ改
ざんがされない対策を行う。 

蓄積データの秘
匿性、完全性確
保 

蓄積データは暗号化処理を施し、データア
クセス権限があるユーザにのみ情報提示がで
きるようにして、サーバからの情報漏えい対
策を行う。 

セキュリティレ
ベルによるアプ
リケーションの
分離 

セキュリティレベルが異なるアプリケー
ションは別システムとして、両システム間で
の情報の連携を制限して、セキュリティホー
ルを塞ぐ対策とする。 

②利用者端末に求められるセキュリティ要件と対策 
本人・家族の利
用者端末のセ
キュリティレベ
ル管理 

利用者端末に保存する情報は、クラウド
サーバに蓄積されたデータを複製・加工した
本人特定情報のないデータとする。 

医療従事者利用
端末のセキュリ
ティレベル管理 

医療機関自身が許可・管理している端末と
する。 

偽無線LANアク
セスポイント対
策 

本システム利用時は、原則としてセルラー
回線に切り替えて利用する。 
※29年度の実証ではcoronetを使用 

③運営者に求められるセキュリティ要件と対策 
情報漏えい及び
情報改ざんへの
対策 

情報へのアクセス記録の取得と監査を行い、
アクセス記録にあるID者が実際に情報アクセ
スを行った実確認を行い、情報アクセスが付
与権限に対して正しいことを確保する。 

 ※今回実施したセキュリティ対策（一部） 
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平成30年度 医療的ケア児等医療情報共有システムの事業展開につい
て 

   医療的ケアが必要な障害児等が救急時や、予想外の災害、事故に遭遇した際に、医師が迅速に必要な患者情報を共有できるようにするため、平成28
年度の調査研究及び平成29年度のプロトタイプシステムを活用した実証実験をもとに、全国展開に向けたシステムの改修やサービスの共用開始等を 
図る。 

 

《平成30年度実施予定》 予算：1.5億円 
①平成29年度の実証実験により抽出された課題等を踏まえ、システムを改修 
  ○医師の入力負担の軽減策について 
  ○救急医療機関での情報へのアクセスについて 
  ○必要となるセキュリティ対策について 
 
②医療機関以外の支援者（通所支援事業所・学校等）への情報共有の仕組みを検討 
 
③全国の医療機関へのシステムの普及活動 
  ⇒全国展開に向けたシステムの改修やサービスの共用開始等を図る。 
 （サービスの実施主体や費用面のあり方については、引き続き検討。） 
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③ ＰＨＲ・健康スコアリング 関係 
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データヘルス改革の基盤整備（被保険者番号の個人単位化・オンライン資格確認） 

 
① 現在の被保険者番号は、基本的に世帯単位で、保険者による個人の状況把握に課題。 
 また、個人単位でデータを連結できない現在の状態は、データヘルスの推進の観点からも課題。 
② 保険者毎に被保険者番号を付番し、資格管理は保険者ごと。加入する保険が変わる場合、個人の資格情報は 
 引き継がれず、継続的な資格管理がされていない。 
③ 現行の健康保険証による資格確認では、資格喪失後の保険証による受診や、過誤請求が請求時に判明。 
 保険者・医療機関等の双方に負担が発生。 

課題 

 
① 個人単位で資格情報等のデータをつなげることを容易にするため、被保険者番号を個人単位化。 
② 加入する保険が変わっても資格情報等を連結し管理するため、支払基金・国保中央会が一元的に管理。 
③ 特定健診データについて、加入する保険が変わっても、過去のデータを含めて、マイナポータルを活用し、本人
が閲覧できるシステムを構築。 

④ マイナンバーカードの電子証明書を保険医療機関・薬局の窓口で読み取って、受診時やレセプト請求前等に 
 オンラインで支払基金・国保中央会に資格情報を照会・確認する仕組みを整備（現行の保険証でも対応可）。 

対応方針 

2017年度 
（平成29年度） 

2018年度 
（平成30年度） 

2019年度 
（平成31年度） 

2020年度 
（平成32年度） 

・要件整理、  
 仕様検討 
（調査研究） 

・オンライン資格確認設計開発、 
 段階的運用開始 
・個人単位被保険者番号 
 システム改修準備 

・オンライン資格確認システム開発、 
 段階的運用（順次拡大） 
・保険者システム改修、 
 新保険証順次交付 

・オンライン資格確認の 
 本格運用開始 

スケジュール（検討中） 

平成30年度予算  ４４億円（平成29年度予算繰り越し分（約120億円）との合計約164億円） 
 ・被保険者番号の個人単位化に要するシステム改修 
 ・オンライン資格確認システム構築 
 ・特定健診情報閲覧システム構築 
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オンライン資格確認 

・ 現行の健康保険証による資格確認では、資格喪失後の未回収の保険証による受診や、それに伴う過誤請求が 
 請求時に判明。保険者・医療機関等の双方に負担が発生。 

 現状・課題 

 

 対応方針 

・ マイナンバーカードの電子証明書を保険医療機関・薬局の窓口で読み取って、受診時やレセプト請求前等に 
 オンラインで支払基金・国保中央会に資格情報を照会・確認する仕組みを整備する。 

 

医療保険者 

本人 

提示 

マイナンバーカード 

保険医療機関（約17万7千） 

保険薬局（約5万7千） 

 

レセプト請求の専用回線など 
既存のインフラを活用 

電子証明書    
    

電子証明書 

資格情報 

マイナンバー 

資格情報 

オンライン資格確認サービス 
【支払基金・国保中央会が共同で運営】 ※外来受診（延べ日数） 

 年間約20億件 

・氏名、性別、生年月日 

・保険者名 

・被保険者番号 

・負担割合 

・資格取得・喪失日 等 

ピッ 

「見えない」「預からない」ので、医療現場で 
診療情報がマイナンバーと紐づけて管理されることはない 

健康保険証 
新被保険者番号 

新被保険者番号 

※健康保険証のみ持参した場合は、券面の 
 新被保険者番号により、資格情報の有効性を確認 

※レセプト請求の専用回線や保険者のマイナンバー 
 関連システムなど、既存インフラを活用。 

※定められた利用目的以外での 
   マイナンバーの書き写し等は 
   不正利用であり、法律で禁止されている 

A健保 
 
B健保 
 
C国保 

被保番１ 

被保番２ 

被保番３ 

資格情報 

電子証明書 

資格情報 

資格情報 
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被保険者 

   
    

マイナンバーカード 

マイナポータルを活用した特定健診データの個人向け提供サービス 

支払基金・国保中央会 医療保険者 

個人単位の被保番 

その他情報 

特定健診 
データを登録 

特定健診 

マイナポータル 

特定健診データ 特定健診データを閲覧 

特定健診 
＜特定健診データ＞ 
身長・体重・血圧、血糖・血中脂質・肝機能・尿検査等の検査値、 
問診の結果、喫煙・飲酒、食事・運動等の生活習慣 等 

 

○ 健康管理の必要性 
・ 特定健診・保健指導の実施率は年々上昇。予防・健康づくりの重要性は、｢骨太の方針｣・｢未来投資戦略2017｣ 

にも明記されており、一層の取組が求められる。 
  このため、インセンティブ改革の実施とあわせて、国民一人一人の行動変容を促すことが重要。 
  

○ 保険者ごとの管理 
・ 現在は、保険者ごとに被保険者の特定健診等のデータを管理。 
・ 加入する保険が変わる場合、個人のデータは引き継がれず、継続的に把握されていない。 

  現状・課題 

 

  対応方針 

・ 加入する保険が変わっても、過去のデータも含めて閲覧できるシステムを構築。 
  マイナポータルを活用し、特定健診データを本人に提供。 
 

 ※ コストを抑えつつ、効率的な開発を進める観点から、支払基金・国保中央会において被保険者個人の資格情報
を継続的・一元的に管理する仕組み（オンライン資格確認）を活用。 

A健保 
 

Ｂ健保 
 

Ｃ国保 

個人単位の被保番 その他情報 特定健診 

個人単位の被保番 その他情報 特定健診 
※保険者が 
 事務を委託 

個人単位の被保番 その他情報 特定健診 
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特定健診データの保険者間の連携、マイナポータルの活用（イメージ） 

保険者① 

本人 

健診実施機関 

支払基金・国保中央会 特定健診 
データ 

PHRｻｰﾋﾞｽ 
事業者 

保険者② 

オンライン資格 
確認等システム 

マイナポータル 

保険者③ 

特定健診 
データ 

健診結果を経年で 
分かりやすく表示 

保険者を異動後も 
健診の履歴を管理 

特定健診 
データ 

・定期健診の記録は健診実施機関から事業主へ報告され、事業
主から保険者に特定健診データを提供（現行） 

・中小事業者等の定期健診について、中小事業者の負担軽減
等の観点から、健診実施機関から支払基金経由で特定健診
データを保険者に登録する仕組みを検討 

保険者等が閉域の通信環境で 
接続するクラウドを活用  

本人は保険者間の 
データ連携に同意 

支払基金・国保中央会は、保険者から 
特定健診データの管理等の委託を受ける  

経年の特定健診 
データを提供 

！ 

特定健診 
データ 

特定健診 
データ 

特定健診 
データ 

保険者間で特定健診 
データを照会・提供 

特定健診の経年データを 
特定保健指導の場面で活用 
身体に起きている変化を理解 

！ 
PHRｻｰﾋﾞｽ 

NDB 

厚生労働省 

国への登録データの作成 
（匿名化）・登録  

マイナポータルで特定健診の 
経年データを閲覧 

閉域のオンライン請求ネット 
ワークなど既存インフラを活用 

新保険者から旧保険者に資格異動前 
のデータを照会、旧保険者から提供 

（※）現在は紙・電子媒体でやりとり 
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健康スコアリングについて 

・企業の健康経営との連携（コラボヘルス）を推進するため、経営者が従業員等の健康状況等について、全国平均や業態平均の中で

の立ち位置を把握した上で、企業と保険者が問題意識を共有し、両者が連携して健康づくりに取り組める仕組みを構築する。 

・厚生労働省と日本健康会議が連携して、まずは各健保組合の加入者の健康状態や予防・健康増進等への取組状況をスコアリング

し経営者に通知する取組を平成30年度から開始する。同様の取組を共済組合はじめ他の保険者でも展開する。 

目的及び概要 

肥満 

血圧 

肝機能 血糖 

脂質 

 健康状況 ／   

特定健診データ 
医療費データ 等 

全健保組合平均 
データ等 

NDB 等 

日本健康会議                          厚生労働省 連携 

A社 

A社従業員 

経営者 

！ 

健診等を受け 
やすい環境づくり 

民間事業者を活用 
することも含め 
健診・保健指導 
受診勧奨等 

A社 
健保組合 

連携 
（コラボヘルス） 

スコアリング 
レポートの送付 

平成30年度スコアリングレポートの作成・通知イメージ 

・平成29年12月に日本健康会議の下に有識者による「健康スコアリングの詳細設計に関するワーキンググループ」を設置し、健康スコ

アリングレポートに記載する項目や様式、活用方法・通知方法等について検討しているところ。 

・平成30年度の健康スコアリングは、厚労省と日本健康会議が連携し、NDBデータから保険者単位のレポートを作成の上、全健保組合

に対して通知する予定。 

検討状況 

＜今後のスケジュール＞ 

 2018年度 2019年度 2020年度 

 

 ４月末に、健康スコアリングの詳細設計に関するＷＧにおいて議
論のとりまとめを予定。 

 ＷＧの検討結果を踏まえ、今年度夏頃に健康スコアリングレポー
トを通知予定。 

 企業単位のスコアリングレポートの作成機能について、システム導
入するための仕様について検討する。 

・NDBデータを活用して各健保組合ごと
のスコアリングレポートを作成・送付 
・企業単位レポート作成のシステム仕様
検討・作成 

企業単位の 
レポート作成 
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健康スコアリングレポート（イメージ） 

健康状況 ／   

50 

75 

100 

125 

150 

肥満 

血圧 

肝機能 脂質 

血糖 

全組合平均 業態平均 貴組合 

 [全組合平均：100] ＊数値が高いほど、良好な状態 
（108） 

（115） （95） 

（109） （124） 

生活習慣 ／  

50 

75 

100 

125 

150 

喫煙 

運動 

食事 飲酒 

睡眠 

全組合平均 業態平均 貴組合 

 [全組合平均：100] 

（70） 

（92） （90） 

（75） （110） 

＊数値が高いほど、良好な状態 

141,584  
146,379  

152,487  

140,182  
142,948  

145,503  

120,000円 

130,000円 

140,000円 

150,000円 

160,000円 

平成24年度 平成26年度 平成28年度 

１人あたり医療費 

【貴組合の医療費の状況】  

 

血圧リスク 

A B C 

リスクが全健保組合平均より低い 

 

喫煙習慣リスク 

A B C 

リスクが全健保組合平均より高い 

【貴組合の生活習慣】  【貴組合の健康状況】 

80.3% 

5.6% 

73.5% 

17.4% 

73.2% 

18.5% 

特定健診  
実施率 

特定保健指導 
実施率 

貴組合 業態平均 全組合平均 

（110） 

（30） 

目標値：90％ 

目標値：60％ 

 特定健診・特定保健指導 ／      

【貴組合の特定健診・特定保健指導の実施状況】  
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④ データヘルス分析 関係 
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データヘルス分析 

 
 レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）
や介護総合データベースといった公的データベースは整
備、情報が蓄積されているが、これらのデータの連結はで
きず、健康・医療・介護の各分野を通じた分析は困難。 

課題 

 
 各種データベースで保有する健康・医療・介護の情報を
連結し、個人の保健医療の履歴をビッグデータとして 
分析可能な環境を提供。介護予防等の予防施策や、 
医療・介護の提供体制の研究等に活用。 

データヘルス改革で 
実現を目指すサービス 

2017年度 
（平成29年度） 

2018年度 
（平成30年度） 

2019年度 
（平成31年度） 

2020年度 
（平成32年度） 

・各種データベースを活用 
 した分析の有効事例の 
 調査、整理 

・ＮＤＢの改修 
・複数のデータベース間の連携・解析を行うシステム構築 
・サービス内容の具体化等に向けた検討 

各種のデータベースを 
連結・解析可能な 
システムの本格稼働 

スケジュール 

特定健診 
約２億件 

（Ｈ20.4～） 

研究者 保険者  自治体 

NDB 

医療レセ 
約130億件 

（Ｈ21.4～） 

要介護認定 
約４千万件 

（Ｈ21.4～） 

介護総合ＤＢ 

介護レセ 
約6.6億件 

（Ｈ24.4～） 

検索・提供 
サービス 

連結解析用 
サービス 

予防施策の効果検証や 
医療・介護トータルの 
サービス利用状況の分析等 
に活用 

平成30年度予算  １２億円 
 ・ＮＤＢの改修 
 ・複数のデータベース間の連携・解析を行うシステム構築 

・・・ 
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           保健医療分野の主な公的データベースの状況 

データベース 
の名称 

ＮＤＢ 
（レセプト情報・
特定健診等情報
データベース） 
（平成21年度～） 

介護ＤＢ 
（平成25年～） 

ＤＰＣＤＢ 
（平成29年度～） 

全国がん登録
ＤＢ 

（平成28年～） 

難病ＤＢ 
（平成29年～） 

小慢ＤＢ 
（平成28年度～） 

MID-NET 
（平成23年～） 

元データ 

レセプト、 
特定健診 

介護レセプト、 
要介護認定情
報 

DPCデータ 
（レセプト） 

届出対象情報、
死亡者情報票 

臨床個人調査
票 

医療意見書情
報 

電子カルテ、
レセプト  等 

主な情報項目 

傷病名（レセ
プト病名）、
投薬、健診結
果    等 

介護サービス
の種類、要介
護認定区分 
     等 

・簡易診療録 
 情報 
・施設情報  
     等 

がんの罹患、 
診療、転帰 
     等 

告示病名、生
活状況、診断
基準    
等 

疾患名、発症
年齢、各種検
査値    
     等 

・処方・注射  
 情報 
・検査情報   
     等 

保有主体 
国 

（厚労大臣） 
国 

（厚労大臣） 
国 

（厚労大臣） 
国 

（厚労大臣） 
国 

（厚労大臣） 
国 

（厚労大臣） 
PMDA・ 

協力医療機関 

匿名性 匿名 匿名 匿名 顕名 
顕名 

（取得時に 
本人同意） 

顕名 
（取得時に 
本人同意） 

匿名 

第三者提供 
の有無 

有(※１) 

（平成25年度
～） 

有(※１) 

（平成30年度
～開始予定） 

有 
（平成29年度

～） 

有 
（詳細検討

中） 

無 
（検討中） 

無 
（検討中） 

有 
（平成30年度

～） 

根拠法 
高確法16条 介護保険法

118条の２ 
－ 

（告示） 

がん登録推進
法第5、６、８、
11条 

－ － 
PMDA法 
第15条 

 保健医療分野においては、近年、それぞれの趣旨・目的に即してデータベースが順次整備されている。 
 主な公的データベースの状況は下表のとおり。 

※１  ＮＤＢについては、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」に基づき個別審査を行った上で第三者提供を実施。 
  介護ＤＢも、ＮＤＢのスキームを基本的に踏襲し、第三者提供を行う予定であり、現在、ガイドライン等について検討中。    
※２ 上記に加え、生活保護の分野では、福祉事務所がデータに基づき被保護者の生活習慣病の予防等を推進する「被保護者健康管理支援事業」を創設し、 
  同事業の実施に資するため、国が全国の被保護者の医療データを収集・分析することを内容とする「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者  
  自立支援法等の一部を改正する法律案」を平成30年通常国会に提出。 

参考：平成30年4月19日 
 社会保障審議会 医療保険部会 資料 
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   「レセプト情報・特定健診等情報データベース」（ＮＤＢ）及び「介護保険総合データベース」（介護ＤＢ）は、  
  医療保険及び介護保険における請求事務等に係るデータを、二次利用の目的で悉皆的に収集するという類似性。 

ＮＤＢ 介護ＤＢ 

＜収納している情報＞ 
 医療レセプト（約128.8億件、H21.4～） 
 特定健診データ（約2億件、H20.4～） 

＜主な情報項目＞ 
 （レセプト） 
  傷病名、投薬、診療開始日、診療実日数、検査 等 
 （特定健診） 
  健診結果、保健指導レベル 

＜収集根拠＞ 
 高齢者医療確保法第16条 

＜保有主体＞ 
 国（厚労大臣） 

＜主な用途＞ 
 ・医療費適正化計画の策定、実施、評価 
 ・医療計画、地域医療構想の策定 

＜第三者提供＞ 
 有識者会議の審査を経て実施（Ｈ23年度～） 
 提供対象者：国、自治体、独法、大学、保険者の中央団体、 
  医療の質向上を目的とする公益法人等の研究者に提供 

＜匿名性＞ 
   匿名（※国への提出前に匿名化、個人が特定可能な情報を削除   
   して収納） 
 

＜収納している情報＞ 
 介護レセプト（約5.2億件、H24.4～） 
 要介護認定情報（約4千万件、H21.4～） 

＜主な情報項目＞ 
 （レセプト） 
     サービスの種類、単位数、要介護認定区分 等 
 （要介護認定情報） 
   要介護認定一次、二次判定情報 

＜収集根拠＞ 
 介護保険法第118条の2 

＜保有主体＞ 
  国（厚労大臣） 

＜主な用途＞ 
 ・市町村介護保険事業計画の策定、実施、評価 
 ・都道府県介護保険事業支援計画の策定、実施、評価 

＜第三者提供＞ 
 有識者会議の審査を経て実施（Ｈ30年度～開始予定） 
   提供対象者：国、自治体、独法、大学、保険者の中央団体、 
  介護サービスの質向上を目的とする公益法人等の研究者に提供 

＜匿名性＞ 
 匿名（※国への提出前に匿名化、個人が特定可能な情報を削除 
   して収納） 

ＮＤＢ及び介護ＤＢの概要 参考：平成30年4月19日 
 社会保障審議会 医療保険部会 資料 
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今後の検討課題 

 ○ ＮＤＢ、介護ＤＢに関連して、近年の保健医療・福祉を取り巻く環境の変化を踏まえ、新たな検討が 
  求められている。 

   ①  地域における効果的・効率的で質の高い医療・介護の提供体制や地域包括ケアシステムの構築等の観点から、 
    現在、個々に収集、管理、分析が行われているＮＤＢと介護ＤＢで保有する情報について、連結解析を可能と 
    すること 

     ②  DPCデータ及びその他の公的データベースとの関係整理 

     ③ ①、②に即した第三者提供の枠組みの整理 

○ 安倍総理発言（平成28年５月11日 第８回経済財政諮問会議）抄 
     社会保障については、医療・介護分野における徹底的な『見える化』を行い、給付の実態や地域差を明らかにする 
 ことにより、より効果的で効率的な給付を実現していきます。このため、塩崎大臣におかれては、医療や介護の 
 レセプトデータを全国的に連結し、社会保障給付費を効率化していくための具体案を諮問会議に報告していただきたい

と思います。 

○ 新しい経済政策パッケージ（平成29年12月8日閣議決定）抄 
     さらに、最適な健康管理・診療・ケアを提供するための「全国保健医療情報ネットワーク」について、連携すべき 
 情報の種類や情報管理等の課題の検討を行いつつ、今年度の実証事業も踏まえ、来年夏を目途に工程表を示すとともに、
健康・医療・介護のビッグデータを連結・分析するための「保健医療データプラットフォーム」について、来年度から
詳細なシステム設計に着手する。これらによりデータ利活用基盤の2020年度からの本格稼働を目指す。 

○ 経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年6月9日閣議決定）抄 
    個人・患者本位で最適な健康管理・診療・ケアを提供する基盤として、健康・医療・介護のビッグデータを連結し、 
 医療機関や保険者、研究者、民間等が活用できるようにするとともに、国民の健康管理にも役立てる「保健医療データ
プラットフォーム」や、自立支援等の効果が科学的に裏付けられた介護を実現するため、必要なデータを収集・分析 

 するためのデータベースについて、2020年度（平成32年度）の本格運用開始を目指す。 

参考：関連総理発言、政府決定（再掲） 

参考：平成30年4月19日 
 社会保障審議会 医療保険部会 資料 
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検討の進め方（イメージ） 

○有識者会議における検討 

・ＮＤＢ及び介護ＤＢ情報等の連結解析基盤に関して、法的・技術的な論点について整理するため、 
   有識者会議を設けて検討。 
 ※ＮＤＢ、介護ＤＢの双方に精通した有識者等により構成。 

・同有識者会議の検討状況は、社会保障審議会医療保険部会 
 に報告。制度面等の観点から議論。 

  ＜有識者会議における主な検討事項（案）＞ 

  （１）個人情報保護法制等との関係 

  （２）データの収集・利用目的、対象範囲 

  （３）第三者提供（４）費用負担    

  （５）実施体制（６）技術面の課題（セキュリティの確保等を含む。） 

  （７）その他 

 
○検討スケジュール 
  
 ・４月１９日 医療保険部会開催 
 
 ・５月 第１回有識者会議開催 
      月１回程度開催。有識者会議の議論においては、医療保険及び介護保険における請求事務等に係るデータを、 
     二次利用の目的で悉皆的に収集するという類似性を有するNDB及び介護DBの連結について先行して検討。 
  
 ・７月 中間とりまとめ ⇒ 医療保険部会に報告、議論 
    月１回程度開催。他の公的DBとの関係の整理その他の検討が必要な事項を中心に検討。 
 
  
 ・秋頃 報告書とりまとめ ⇒ 医療保険部会に報告、議論 

構成員 

遠藤 久夫 国立社会保障・人口問題研究所所長 

田中 弘訓 高知市健康福祉部副部長 

樋口 範雄 武蔵野大学法学部特任教授 

松田 晋哉 産業医科大学医学部公衆衛生学教授 

松山 裕 東京大学大学院医学系研究科 
公共健康医学専攻生物統計学分野教授 

武藤 香織 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター 
公共政策研究分野教授 

棟重 卓三 健康保険組合連合会理事 

山本 隆一 一般財団法人医療情報システム開発 
センター理事長 

※現在、日本医師会に参画を要請中。 
 諸手続が完了次第、正式決定。 

参考：平成30年4月19日 
 社会保障審議会 医療保険部会 資料 
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-6月 -5月 -4月 -3月 -2月 -1月 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

一般病棟 

回復期 

療養 

訪問診療 

肺炎 

認知症 

【医療サービス】 

-6月 -5月 -4月 -3月 -2月 -1月 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

介護保険 

訪問介護 

訪問看護 

通所介護 

特養 

老健施設 

脳卒中 

連携パス 

【介護サービス】 ① 

② 

①：一般～回復～療養へのシフトが見られる。一方で、６ヶ
月後も30％が一般病床に入院している。 

②：疾患で見ると、元々、認知症の割合が20～30%程度。 
    更に、入院以降、肺炎の割合が30％程度に上昇している。 

③：発症後、６月で70％以上が介護サービスを受ける。 

④：サービスの内訳としては、老健と通所介護が増加。 
その他のサービスの利用割合は、概ね変化なし。 

⑤：脳卒中連携パスの利用が低調な可能性。 

③ 

④ 

⑤ 

ある自治体における脳梗塞のために急性期病院で入院治療を受けた患者の入院前後６ヶ月サービスの利用状況 

※ 産業医科大学 松田晋哉教授の分析データをグラフ化し、考察を加えたもの。表は、経済財政一体改革推進委員会 社会保障ＷＧ(Ｈ29.４.14)の松田教授の資料から抜粋。 

医療・介護のデータを連結した分析の例（松田晋哉教授の分析） 
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医療保険制度改革等の行方 

4月19日医療保険部会 
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